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綾瀬タウンヒルズＳＣ催事出店規定綾瀬タウンヒルズＳＣ催事出店規定綾瀬タウンヒルズＳＣ催事出店規定綾瀬タウンヒルズＳＣ催事出店規定    

 

１．出店申込と手続き     

(1) 募集業種            

雑貨・小物等物品の販売、販売促進キャンペーンを原則とします。これら以外の業種での出店をご希望

の場合には別途ご相談ください。なお、ご希望に沿えない場合もございますのでご了承ください。 

(2) 申込受付開始時期     

① 出店に係る申込みの受付けは、出店希望日の 2 ヶ月前からとなります。 

② 出店をご希望の方は、三菱ＨＣキャピタルエステートプラス株式会社（以下「ＳＣ運営者」といいま

す。）の綾瀬タウンヒルズショッピングセンター管理事務所まで電話にてご連絡ください。開催場所、

利用料金、催事期間その他の出店に係る条件及び出店の申込みの手続きについてご説明いたします。    

(3) 出店申込受付  

① ＳＣ運営者所定の「催事出店申込書」及び「綾瀬タウンヒルズＳＣ催事出店規定」に必要事項を記入

し、記名押印の上、会社経歴書（法人のみ）、営業パンフレット及び出品資料その他のＳＣ運営者が指

定する資料（催事出店申込書を含め、総称して以下「申込資料」といいます。）を添付し、ＳＣ運営者

が指定した方法（持参・郵送・メールを含みますがこれに限りません。）でご提出ください。ご提出い

ただきました時点で、出店の申込みとなります。なお、申込資料をメールでご提出いただきました場

合には、後日原本をご提出いただきます。 

② 出店の申込みの後、具体的な出店内容の確認のため、原則として面談させていただきます。 

③ 出店の諾否にかかわらず、ご提出いただきました申込資料は、返却いたしませんのでご了承ください。 

④ 面談後 1 週間以内に出店の諾否をご連絡いたします。ＳＣ運営者からの承諾書の発送をもって契約（以

下「催事契約」といいます。）成立となります。ＳＣ運営者が別途指定した場合には所定の契約書(以

下「催事契約書」といいます。)を締結していただくこともございます。その場合には、催事契約書の

締結をもって催事契約成立とし、催事契約書の規定が適用されます。 

 

２．催事出店営業管理規定 

(1) 開催時間 

開催時間は、午前 10 時から午後 8 時までを基本とし開店の 15 分前までには入店してください。 

(2) 利用料金・営業保証金 

催事申込書に記載の金額を、別途ＳＣ運営者が指定する期日(以下「本件期日」といいます。)・方法

でＳＣ運営者にお支払いいただきます。催事契約書を締結した場合には同契約の規定によります。 

(3) 売上報告 

催事期間中は売上及び客数を記録し、催事契約の終了時にＳＣ運営者所定の売上報告書をご提出いた

だきます。 

(4)  違約金  

催事期間の開始日の 7 日前から満了日までの期間は、催事契約を解約することはできないものとしま

す。解約する場合には、解約日の 2 営業日前までに書面をもってＳＣ運営者に通知のうえ、以下に定

める違約金を解約日までにＳＣ運営者が指定する金融機関口座に振り 

込む方法によりお支払いいただきます。 

① 解約日が催事期間の開始日前の場合：利用料金の全額 

② 解約日が開始日から満了日までの間である場合：利用料金の残額 

(5) 不可抗力による出店の終了 

天変地異、不測の事故・災害その他の申込者とＳＣ運営者双方の責めによらない事由により申込者の

出店が不可能になった場合、この催事契約は当然に終了となります。この終了にあたり、ＳＣ運営者



が申込者から事前に利用料金を受領していた場合には、ＳＣ運営者は申込者に対し、この終了日から

期間満了日までの日数分の利用料金（催事期間の開始前の終了の場合には利用料金の全額）を返金し

ます。なお、ＳＣ運営者はこの終了にあたって申込者に生じた損害について一切の責任を負いません。 

(6) 出店の制限 

以下の項目に該当する場合は、「催事出店許可」後であっても許可を取り消します。許可を取り消した

場合、損害金として(4)の違約金をお支払いいただきます。 

① 催事の出店により、他のテナント出店者及び周辺に混乱又は危険が予想される場合 

② 公の秩序・風俗を乱す恐れがあると認められた場合 

③ 宗教活動・政治活動に係かる商品を販売する場合 

④ 裸火を使用する場合 

⑤ 利用の権利を他に譲渡・転貸した場合 

⑥ 申込書等の記載事項に誤りがあった場合 

⑦ 出店規定の条項に反し、ＳＣ運営者の要求にもかかわらず、これに従わない場合 

⑧ 関係諸官庁から中止命令が出た場合  

⑨ コピー商品、危険物等の展示及び販売をする場合 

⑩ 綾瀬タウンヒルズＳＣ内テナントで取扱されている商品と同じ物、又は類似する商品を販売する

場合 

⑪ 利用料金及び営業保証金を本件期日までにお支払されない場合 

(7) 出店時の注意及び禁止事項 

① 看板、ポスター、チラシ等の掲示及び店舗ディスプレイは、あらかじめＳＣ運営者の事前承認を

必要とし、所定の場所以外への掲示は禁止します。また、終了後は速やかに撤去してください。 

② 催事期間中（搬入出を含む）の人的、物的損害に対する賠償責任は、出店者側の負担となります。 

③ 共用通路の通行に際しては、お客様の通行の邪魔にならないよう配慮してください。 

④ 商品及び売上金は、各自の責任において管理し、営業中は原則ショップを無人にしないでくださ

い。 

※ＳＣ運営者では商品、売上金の盗難等による損害賠償は一切行いません。 

⑤ 商品販売時、店舗名称・連絡先がわかるレシートをお客様に渡してください。 

⑥ 商品販売に関するお客様からの苦情、返品等については、責任をもって速やかに且つ誠実に対処

してください。 

⑦ 営業終了後は商品管理を確実に行い、原状回復後貸与した什器を指定の保管場所に移動・収納し

てください。 

⑧ 火災・爆発その他危険を生じる恐れのあるものの持込は禁止します。 

⑨ その他出店に際しては、ＳＣ運営者の指示に従ってください。 

 

 

三菱ＨＣキャピタルエステートプラス株式会社 御中 

以上の内容を確認し了承致しました。                     

                                 年   月   日 

 

会社名                        

代表者                   印 



                                                                                                                                                                                                 

反社会的勢力の排除に係る誓約書反社会的勢力の排除に係る誓約書反社会的勢力の排除に係る誓約書反社会的勢力の排除に係る誓約書 
 

 

 

三菱ＨＣキャピタルエステートプラス株式会社（以下、「甲」という）の運営する綾瀬タウンヒルズショッピングセンターにおいて、当社（または私） 

（以下、「乙」という）は、甲が許可する催事営業（以下、「催事営業」という）を行うにあたり下記事項につき間違いないことを誓約致します。 

 

 

１   本誓約書において反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係

企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいう。 

 

２   乙は、現時点および将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約する。 

①反社会的勢力であること 

②反社会的勢力が経営を支配していること 

③代表者、責任者または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること 

④暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識されることまたはこの者とかかわり、つ

ながりを持つこと 

 

３   乙は、反社会的勢力と次の各号のいずれの関係も有しておらず、将来も持たないことを表明し確約する。 

①自己または第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど不当に反社会的勢力を利用する関係 

②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜の供与をするなど反社会的勢力に関与する関係 

③その他社会的に非難されるべき関係 

 

４   乙は甲に対して、次の各号のいずれの行為も、自らまたは第三者を利用して行わないことを確約する。 

①暴力的な要求行為 

②法的な責任を超えた不当な要求行為 

③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④風説を流布し、または偽計もしくは威力を用い、甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為 

⑤その他前各号に準ずる行為 

 

５   乙は、自らが催事営業の履行のために用いる者（個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる者を含み、以下、「履行

補助者」という。）が、前記２・３・４の各事項のいずれかに該当または、行ったときには、ただちに該当履行補助者との契約を解除し、催事営業

の中止措置を採ることを確約する。 

 

６   乙が、催事営業の履行に関連して、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または履行

補助者をして拒否させるとともに、すみやかに当該事実を甲に報告及び、甲の捜査機関への通報に必要な協力を行うことを確約する。 

 

７   乙が前記２から５の各事項または確約のいずれかに反した場合には、甲は何らの催告を要しないで、催事営業を中止することができる。 

 

８   甲が前項により催事営業を中止させた場合には、乙に損害が生じても、甲はこれを賠償することを一切要せず、また、当該中止により甲に損

害が生じたときは、乙がその損害を賠償するものとする。 

 

以 上 

 

  甲：三菱ＨＣキャピタルエステートプラス株式会社 御中 

 

年    月    日  

 

                          乙：住所                   

 

      会社名                  

          

 代表者                印 


